
県下において、事務所荒し・出店荒しなどの侵入盗被害が
急増しています！
犯人は、バールなどの工具を使って、出入口のドアや窓ガ

ラスを破壊して侵入しています。
今後も連続発生する可能性がありますので、十分注意して

ください。

令和４年７月12日岐阜県警察

～ 事業者の皆様へ ～

○不在時には、店舗や事務所内
に現金や貴重品を保管しないよ
うにしましょう。
現金を保管していないことを
犯人に知らせましょう！
※事務所・店舗内に現金が
ないことを知らせる防犯チラシ
を活用して下さい！

↓防犯チラシ↓
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